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［出所］各市の平成 29 年度一般・特別会計決算収支より作成 

［出所］各市の平成 29 年度一般・特別会計決算収支より作成 

「西宮市産業振興基本条例」の制定について 

西宮市 産業文化局 産業部 商工課、産業政策担当参事 

１．条例制定の目的 

本市は、「文教住宅都市」としての優れたブランド力をもつ都市として広く知られてい

ますが、一方で、福祉や教育、環境などといった分野に比べて、市民の域内産業に対する

関心が低いという現状が、市のまちづくり評価アンケートの結果からも推察されます。 

しかしながら、産業は市民の生活に密接な関わりを持ち、地域社会の発展を支えている

ものです。 

市内での就業状況についてみると、市外から流入した就業者より、市内在住の就業者が

多くなっています。また、男女別にみると、男性の市内就業率は 29.3％であるのに対し、

女性の市内就業率は 53.6％となっており、市内産業は主に市民の、特に女性の就労の受

け皿となっていることがうかがえます。 

[男女別にみた市内就業率] 

項目 男性 女性 

常住就業者 113,162 人 91,044 人 

市内在住／市内で就業 31,858 人 46,962 人 

市内在住／市外で就業 77,019 人 40,583 人 

市内就業率 29.3％ 53.6％ 

 

 

また、本市の市税収入は、人口増加の影響により個人市民税が増加傾向にあり、県内

の主要都市と比べても、個人市民税の占める割合が高く、固定資産税と法人市民税が低

いことがわかります。今後、人口減少により個人市民税も減少していくことが予測され

る中、法人市民税など他の税収を獲得していくことが重要となってきます。 
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［兵庫県主要都市の平成 29 年度の税収の内訳］ 

［出所］平成 27 年国勢調査 ［注］ 常住就業者数には従業地不明の人数を含む 
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今後、本市においても、急速な少子高齢化による労働力の減少による人材不足や、国

内市場の縮小から事業拠点の集約化が進んでおり、大規模工場の閉鎖、市外移転が進ん

でいます。さらには、人口減少が顕著な地域では、連動して小売業や飲食業、生活関連

サービスが縮小するなどの影響が懸念されます。 

今後の人口減少社会の中で「産業」は、雇用の場を創出し、にぎわいのあるまちを形成

するなど、都市が生き残っていくうえで重要な役割を担っています。産業にとっても、文

教住宅都市として多くの市民が生活するまちは、様々なビジネスチャンスを生み出す土

壌でもあり魅力的なまちでもあります。 

加えて、地域社会の活力を維持していくうえで「企業市民※」がまちづくりの重要な担

い手のひとつとして、活動領域を拡大していくことも重要な要素となっています。 

将来にわたって活力ある地域社会の構築を目指す地方創生の取り組みを実効あるもの

とするためにも、地域の経済と雇用を支える事業者の成長や持続的発展が不可欠である

ことから、意欲ある事業者の自助努力を支援し、地域ぐるみで産業の振興とそれを支える

人材の育成に積極的に取り組んでいくために条例を制定するものです。 

また、条例を制定することにより、産業の振興策を推進する拠り所にするとともに、

産業振興の重要性について、様々な主体と連携し、市全体で推進していくものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※企業市民…「社会課題を解決する企業」、「地域で雇用の場を提供する企業」、「地域活動への参

加、寄付等の提供を行う企業」など、企業本来の経済活動に加えて、地域貢献、雇

用、社会貢献などの活動を行う企業のこと。 

  

西宮市  

 

【市民】                           【事業者】 

産業 

文教住宅都市 
人口規模、住民特性

を生かしたビジネス

チャンス 等 

・雇用の場の創出 

・にぎわいのある 

まちの形成  

・企業市民活動 等 
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２．条例の概要 

（１）基本理念 

西宮市産業振興基本条例では、「産業の振興」と「雇用の促進」により、本市の地域経

済が持続的に発展するとともに、まちづくりに参画する「企業市民」が育ち、それにより、

地域社会の活力が向上していくまちを目指すものです。 

そのような活力ある社会は、さらに産業活動にもプラスに作用する好循環をつくり出

し、「文教住宅都市」としての魅力を一層高めることにつながります。 

 

 産業振興による地域経済や地域社会への好循環 
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   産業振興計画    働きやすいまちづくりプラン 
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（２）条例の３つの特徴 

特徴１ 市内では、従業員が数人の小規模事業者から、中小企業、大企業まで幅広い規模の

事業者が事業活動を行っています。市内の意欲ある事業者の自助努力を支援する

ために、以下の４つの基本方針に基づき、産業振興に関する施策を総合的に推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴２ 産業振興の取組を進めるにあたっては、市の責務や事業者、産業支援機関、大学等

の役割、市民のみなさんに協力いただきたいことを規定し、地域ぐるみで産業の振

興とそれを支える人材の育成に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特徴３ 本条例をもとに策定する産業振興計画の施策・事業を、着実かつ、効率的・効果的

に推進していくため、Plan（計画立案）→Do（実行）→Check（進捗評価・成果検

証）→Action（改善・見直し）からなるＰＤＣＡマネジメントサイクルを実践しま

す。 

 

 

 

             ＰＤＣＡマネジメントサイクルの実践 
 
  

 既存産業の
基盤強化 

地域資源を
生かした 
産業振興 

新たなビジ
ネスの担い
手づくり 

Plan 産業振興計画 

Action 改善 Check 検証 

Do 実行 

 
産業支援機関 

[役割] 
大学等 
[役割] 

市 
[責務] 

事業者 
[役割と努力] 

市⺠ 
[理解と協力] 

雇用の促進
人材の育成 
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（３）産業振興基本条例と産業振興計画等との関係 

 

産業振興基本条例は、産業施策の基本的な理念や方針、関係機関の役割等を定めるもので、

条例の理念を具体化するための施策・事業を定めたものが産業振興計画です。 

このため、本条例と計画は、密接に関係するものとして同時に策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、産業振興基本条例の基本方針と産業振興計画、働きやすいまちづくりプランの施策

との関連性は以下のとおりです。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【産業振興計画】 

(1)既存産業の基盤強化 

・がんばる中小・小規模事業者支援の充実 

・中核企業の立地・定着の推進 

(2)地域資源を生かした産業振興 

・地域資源を生かしたビジネスの振興 

・観光プロモーションによる都市ブランド 

の向上 

・市民生活を支え高める商店街等の振興 

(3)新たなビジネスの担い手づくり 

・女性、若者、高齢者などが創業しやすい 

環境づくり 

【働きやすいまちづくりプラン】 

(4)人材の確保・育成 

・就労支援への積極的な取り組み 

・キャリア形成支援などによる労働者が 

活躍しやすい環境づくり 

・ワーク・ライフ・バランスに配慮した 

働きやすい環境づくり

 

 

 

産業振興計画 

 

 

産業振興 

基本条例 

・産業施策の基本的な理念 

・施策の方向性 

・関係機関の役割 

・条例の理念を具体化する

ための施策・事業 

 

【産業振興基本条例】 

目 的 

基本理念 

 

基本方針 

(1)既存産業の基盤強化 

(2)地域資源を生かした産業振興 

(3)新たなビジネスの担い手づくり 

(4)人材の確保・育成 

 

市の責務 

事業者の役割 

産業支援機関、大学等の役割 

市民の理解と協力 

産業振興計画の策定等 
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（４）条例の概要 

目的 この条例は、産業振興に関する基本方針を定めるとともに、市の責務や事業者及び

市民の役割を明らかにすることにより、産業振興に関する施策を総合的に推進し、

地域経済の持続的な発展、雇用の促進及び地域社会の活力の向上に資することを目

的とします。 

（説明）１～２ページ「条例制定の目的」を参照 

基本理念 市が行う産業振興に関する施策は、地域経済の持続的な発展、雇用の促進及び地域

社会の活力向上のために行われなければなりません。 

（説明）３ページ「基本理念」を参照 

基本方針 市は、次に掲げる基本方針に基づき、産業の振興に関する施策を推進します。 

（１）既存産業の基盤強化に結びつく施策を推進します。 

（２）地域資源を活かした産業の発展及び創出を図ります。 

（３）新たな産業の担い手を創出する起業・創業を支援します。 

（４）産業分野を担う人材の確保及び育成を支援します。 

（説明） 

８ページ「第３次西宮市産業振興計画（素案）の施策体系」９ページ「西宮市働

きやすいまちづくりプラン（素案）の施策体系[抜粋]」を参照 

市の責務 市は、基本理念に基づき、産業振興に関する施策を実施します。 

産業振興に関する施策を実施するにあたっては、国、県、産業支援機関、大学等そ

の他の関係機関と連携を図りながら実施します。 

（説明） 

本市産業振興における市の責務として、産業に関する施策を総合的かつ計画的に

実施していくことと、産業施策の推進にあたっては、国、県、産業支援機関（西宮

商工会議所、国が指定した認定支援機関等）、大学等の関係者と連携して実施して

いくことを定めています。 

事業者の役割 事業者は、経済的社会的環境に対応して、自主的な努力及び創意工夫により事業活

動を計画的に行うとともに、経営改革、人材育成、雇用の促進に努めます。 

また、事業者は「企業市民」として、その事業活動を通じて、地域社会の活力向上

に貢献するよう努めます。 

（説明） 

産業振興等の取り組みは、意欲ある事業者の自助努力が基本となるものであり、

これを明確にしています。加えて、事業者は地域のイベントや防災活動などで、地

域社会においても重要な役割を果たしていることから、まちづくりの担い手とし

て、事業者に対して一定の役割を求めています。 

産業支援機関の

役割 

産業支援機関は、市が実施する産業振興に関する施策に協力するとともに、事業者

に対し、その事業活動に必要な情報提供や経営改善等の支援を行います。 

（説明） 

産業支援機関は、その主な設立目的を踏まえ、経営資源の確保が困難であること

が多い中小・小規模事業者に対する支援に重点を置きながら、市の産業振興施策に

協力することを定めています。 
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大学等の役割 大学等は、産業振興のための人材の育成や、事業者が行う研究開発に対する支援を

行います。 

（説明） 

大学等（大学及び短期大学並びに研究機関）には、次世代の産業分野を担う人材

の育成や、事業者が行う研究開発に対して協力することを定めています。 

市民の理解と 

協力 

市民は、産業振興が地域社会の活力向上、地域経済の循環並びに雇用の創出に寄与

することを理解し、産業振興に関する施策に協力するよう努めます。 

（説明） 

産業振興が市民生活に欠かせないモノやサービス等を提供するだけでなく、地域

での雇用機会を生み出すなど、市民生活に密接に関わりがあることを理解し、消費

者として市内事業者が提供するモノ、サービスの利用に努めるほか、企業活動や市

が実施する産業振興策への理解・協力を求めています。 

産業振興計画の

策定等 

市長は、西宮市産業振興審議会の意見を聴きながら、産業振興に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための計画（以下「産業振興計画」という。）を策定しま

す。 

産業振興計画の

推進 

市長は、産業振興計画に基づき、産業支援機関その他の関係者と連携して産業の振

興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、産業振興計画の進捗状況

を把握し、経済及び社会環境の変化に応じてこれを変更します。 

産業振興に関す

る調査及び研究 

市長は、産業振興に関する調査及び研究を行うとともに、産業振興のために必要な

情報を収集し、これを事業者等に提供します。 

※条例内容は、パブリックコメントの実施後に行う審査の過程において、その趣旨を改変しない範囲で表現の修正を

行う場合があります。 

 

 

３．パブリックコメントの実施について 

・「西宮市産業振興基本条例」にかかるパブリックコメント 

期間：平成３０年１２月１９日（水）～平成３１年１月２５日（金） 

・「第３次西宮市産業振興計画（素案）」にかかるパブリックコメント 

期間：平成３０年１１月２６日（月）～１２月２５日（火） 

※本条例と計画については、上記のとおり別々のものとしてパブリックコメントを実施しますが、

それぞれからいただいた意見については、条例、計画の該当する部分に対する意見として取り扱

います。 

 

 

４．条例制定に向けた今後のスケジュール 

 ・平成３１年３月市議会定例会で条例案を上程 予定 

・平成３１年４月１日施行 予定 
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【参考】第３次西宮市産業振興計画（素案）の施策体系 

〇地域経済の持続的発展 
基本方針 施策 主な取り組み 

１．既存産業の基盤強化 

１－１ 

がんばる中小・小規模事業者 

支援の充実 

① 総合的な相談支援体制の強化 

② 中小・小規模事業者への経営支援 

③ 円滑な事業承継の推進 

④ 表彰・顕彰等の推進 

１－２ 

中核企業の立地・定着の推進 

① 企業立地・定着の推進 

② 地域イノベーション・プラットホームの

活用 

２．地域資源を生かした 

産業振興 

２－１ 

地域資源を生かしたビジネス 

の振興 

① スポーツビジネスの創出 

② 食を生かした産業の振興 

③ 食の流通拠点の整備 

④ 魅力ある西宮ブランド品づくりの推進 

２－２ 

観光プロモーションによる都

市ブランドの向上 

① 多彩に楽しむ「まちなか観光」の創出 

② 市内外への観光プロモーションの強化 

２－３ 

 市民生活を支え高める商店街

等の振興 

① 地域特性を生かした商店街等の振興 

② 商店街が担う公共的役割への支援 

３．新たなビジネスの 

担い手づくり 

３－１ 

 女性、若者、高齢者などが創業

しやすい環境づくり 

① 創業前後の切れ目のない支援 

 

〇地域社会の活力向上 

基本方針 施策 主な取り組み 

４．企業市民のまちづく

りへの参画促進 

４－１ 

 企業市民のまちづくりへの 

参画の促進 

① 地域貢献活動への参画支援 
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【参考】西宮市働きやすいまちづくりプラン（素案）の施策体系[抜粋] 

 
基本施策 施策 

就労支援への積極的な取り組み 

・女性や若者、中高年齢者、障害者、生活困窮者などを対象 

とした就労支援 

・大学生と市内企業のマッチング 

・医療・介護・保育などの分野における人材の確保 

・就労支援の拠点施設整備 

・ハローワークとの連携 

キャリア形成支援などによる労働者が 

活躍しやすい環境づくり 

・キャリアを形成するためのステップアップ支援 

・人材育成に関する助成制度等の活用促進に向けた啓発 

ワーク・ライフ・バランスに配慮した 

働きやすい環境づくり 

・長時間労働の是正に関する啓発 

・多様な働き方の支援 

・子育て・介護等と仕事の両立に関する支援 

・ひょうご仕事と生活センターとの連携 

 


